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 １．はじめに ・ 

 

○昭和２８年６月西日本水害では、堤防の決壊や越水により、死者数１４７人、流出全半壊家屋

約１２，８００戸、床上浸水家屋約４９，２００戸、床下浸水家屋約４６，３００戸、被災者

数約５４万人に及ぶ甚大な被害が生じた。 

 

○平成２４年７月九州北部豪雨では、支川隈上川の西隈ノ上水位観測所で氾濫危険水位を大きく

上回り、堤防の８箇所から越水し、多数の浸水被害が発生した。また、支川巨瀬川、小石原川

沿川においても、堤内地を流れる中小河川の氾濫により浸水被害が発生した。 

 

○平成２７年９月関東・東北豪雨では、鬼怒川の下流部で堤防が決壊するなど、氾濫流による家

屋の倒壊・流失や広範囲かつ長時間の浸水が発生した。また、これらに避難の遅れも加わり、

近年の水害では類を見ないほどの多数の孤立者が発生した。 

 

○近年、全国各地で毎年のように甚大な水害が発生しており、地球温暖化に伴う気候変動の影響

により、今後さらなる大雨や短時間強雨の発生頻度、大雨による降水量が増大することが予測

されている。これにより、施設の能力を上回る洪水が頻発するとともに、発生頻度は比較的  

低いが、施設の能力を大幅に上回る極めて大規模な洪水が発生する懸念が高まっている。 

 

○このため、過去の水害と同程度の洪水や施設の能力を大幅に上回る洪水が発生した場合に被害

を最小限とするため、避難勧告等の発令を担う筑後川中・下流部の沿川１０市５町（久留米市、

柳川市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、大刀洗町、大木町、佐賀市、鳥栖市、

神埼市、みやき町、上峰町、吉野ヶ里町）と福岡県、佐賀県、水資源機構、気象庁福岡管区気

象台、佐賀地方気象台、国土交通省九州地方整備局は、「水防災意識社会 再構築ビジョン」を

踏まえ、平成２８年５月２日に「筑後川中・下流部大規模氾濫に関する減災対策協議会」（以下、

「本協議会」という。）を設立した。 

 

○本協議会では、筑後川中・下流部の地形的特徴や過去の水害による被害実績、洪水浸水想定等

を踏まえ、水害リスクや減災のための課題を抽出するとともに、関係機関による取組状況の共

有化を行い、減災のための目標を掲げ、各構成機関が連携して概ね５年間で実施する取組をと

りまとめた。 

 

○今後、本協議会の各構成機関は、本取組方針に基づき連携して減災対策に取り組み、毎年出水

期前に協議会を開催し、進捗状況を定期的に確認するフォローアップを行うこととする。 

なお、本取組方針は、本協議会規約第５条に基づき作成したものである。 
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 ２．本協議会の構成員 ・ 

 

○本協議会の構成委員と所属する機関（以下「構成機関」という。）は、以下のとおりである。 

 

構成機関 構成委員 

久留米市 市長 

柳川市 市長 

筑後市  市長 

大川市  市長 

小郡市  市長 

うきは市  市長 

朝倉市  市長 

大刀洗町  町長 

大木町  町長 

佐賀市  市長 

鳥栖市  市長 

神埼市  市長 

みやき町  町長 

上峰町  町長 

吉野ヶ里町  町長 

福岡県 総務部 防災危機管理局 防災企画課長 

福岡県 総務部 防災危機管理局 消防防災指導課長 

福岡県 県土整備部 河川課長 

福岡県 久留米県土整備事務所長 

福岡県 朝倉県土整備事務所長 

福岡県 南筑後県土整備事務所 柳川支所長 

佐賀県 政策部 危機管理・報道局 消防防災課長 

佐賀県 県土整備部 河川砂防課長 

佐賀県 佐賀土木事務所長 

佐賀県 東部土木事務所長 

水資源機構 筑後川局 総合施設管理長 

気象庁 福岡管区気象台 気象防災部長 

気象庁 佐賀地方気象台長 

九州地方整備局 筑後川河川事務所長 

九州地方整備局 筑後川ダム統合管理事務所長 
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 ３．筑後川中・下流部の概要と主な課題   

 

 １）地域特性   

 

○筑後川中・下流部は、九州を代表する穀倉地帯である筑紫平野や佐賀平野など広大な農地を利

用した農業が営まれ、アユ漁やエツ漁のほか、有明海沿岸では全国的にも有名なノリ養殖が行

われている。川沿いには、原鶴温泉や筑後川温泉などの観光地や久留米市周辺ではゴム工業が、

大川市周辺では木工業が営まれ、これらの産業も全国的に有名である。 

 

○沿川自治体の人口は約１００万人であり、商工業も盛んであるため、北部九州における社会・

経済・文化の基盤を成している。 

 

○九州自動車道、九州新幹線、ＪＲ鹿児島本線、ＪＲ久大本線、国道３号、３４号等の基幹交通

施設が整備され、九州各地を結ぶ交通の要所となっており、福岡都市圏の経済活動をはじめ、

九州全域の社会経済に果たす役割は大きい。 

 

○久留米市街部では、福岡県の県南地域における医療の重要な役割を担う特定機能病院や高度救

命救急センターの機能を有する医療施設が整備されている。 

 

○筑後川の水は、水道用水として久留米市及び鳥栖市等で利用されているほか、導水路を通じて

福岡県南地域、佐賀東部地域及び福岡都市圏へ広域的に供給されており、市民生活を支えてい

る。 

 

○ＪＲ鹿児島本線、西日本鉄道など、福岡都市圏等を結ぶ公共交通機関の利便性がよく、通勤・

通学や観光客（外国人を含む）などに多く利用されている。 

 

 

 ２）地形的特徴   

 

○筑後川は、古くより一夜で川の流れが変わるほどの暴れ川ぶりから「一夜川」と呼ばれ、藩政

時代から様々な洪水対策が行われきた。また、水害から身を守る知恵として水屋や揚げ船等が

備えられるなど、住民の自主防災意識の高い地域であった。 

 

○筑後川中・下流部は平野部が広がっており、氾濫流が拡散するため、広範囲かつ長時間の浸水

被害が発生するおそれがある。また、治水の歴史から一つの自治体が左右岸に別れて存在して

おり、市町や県の境を越えた広域避難が必要となる可能性がある。 

 

○支川では、山地部から流れ出た雨が低平地に流れ込むため、降雨時に河川水位が急激に上昇す

る。また、下流部の低平地では、干満差が約６ｍに及ぶ有明海の潮汐の影響を受けるため、浸

水被害が発生しやすい。 
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 ３）過去の被害状況等   

 

○昭和２８年６月西日本水害 

・筑後川中・下流（国管理区間）だけでも２６箇所で堤防が決壊。この洪水による流域内の被害 

は、死者数１４７人、流出全半壊家屋約１２，８００戸、床上浸水家屋約４９，２００戸、床 

下浸水家屋約４６，３００戸、被災者数約５４万に及ぶ甚大な被害が発生した。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成２４年７月九州北部豪雨 

・支川隈上川の西隈ノ上水位観測所で氾濫危険水位を大きく上回り、堤防の８箇所から越水し、

多数の浸水被害が発生した。また、巨瀬川、小石原川沿川においても、堤内地を流れる中小河

川の氾濫により浸水被害が発生した。 

 （巨瀬川沿川の浸水家屋：約１４０戸 隈上川沿川の浸水家屋：約１７０戸［国交省調べ］） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水実績図（昭和２８年６月） 

巨瀬川５ｋ４００ 川崎橋付近（久留米市） 隈上川２ｋ０００付近 東隈上地区（うきは市）
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 ４）河川の整備状況   

 

○筑後川の河川整備は、明治１７年に国管理の河川として工事が始まり、明治１８年６月豪雨を

契機として、筑後川初の全体計画となる第１期改修計画を策定した。さらに、昭和２８年６月

西日本水害による未曾有の被害に鑑み、筑後川水系治水基本計画を策定し、この計画に基づき、

松原ダム及び下筌ダムを整備した。 

 

○その後、平成１５年に河川整備基本方針、平成１８年に河川整備計画を策定し、堤防断面や河

道断面が不足している区間の河川整備を計画的に進めているが、平成２４年７月九州北部豪雨

では、堤防が未完成の地区を中心に浸水被害が発生した。 

 

 

 ５）想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定を踏まえた課題   

 

○近年、昭和２８年６月西日本水害のような堤防決壊による大水害は発生しておらず、河川整備

も一定程度進んだ結果、災害を意識する機会が減少し、施設があるから大丈夫と安全性への過

信が生まれ、住民の防災意識が希薄になっている。 

 

○筑後川中・下流部は平野部が広がっており、氾濫流が拡散するため、広範囲かつ長時間の浸水

被害が発生するおそれがある。また、治水事業の歴史から一つの自治体が左右岸に別れて存在

しており、市町や県の境を越えた広域避難が必要となる可能性がある。 

 

○支川では、山地部から流れ出た雨が低平地に流れ込むため、河川水位が急激に上昇する。また、

下流部の低平地では、干満差が約６ｍに及ぶ有明海の潮汐の影響を受けるため、浸水被害が発

生しやすい。 

 

○想定し得る最大規模の降雨により、地域経済の中心である久留米市街部が浸水するとともに、

九州の東西南北をつなぐ主要道路や鉄道等、交通ネットワークの寸断が想定されるなど、福岡

都市圏の経済活動をはじめ、九州全体の社会経済に与える影響は大きく、このような事態に対

しては、市町のみによる対応は困難。 

 

○また、公共交通機関を利用した通勤・通学者や観光客（外国人を含む）が多く、多くの帰宅困

難者が発生するおそれがある。 

 

○久留米市街部では、福岡県の県南地域における医療の重要な役割を担う特定機能病院や高度救

命救急センターの機能を有する医療施設の浸水も想定され、医療面でも地域に与える影響は大

きい。 

 

○筑後川の水は、水道用水として久留米市及び鳥栖市等で利用されているほか、導水路を通じて

福岡県南地域、佐賀東部地域及び福岡都市圏へ広域的に供給されており、大規模な浸水により

水道施設に被害が発生した場合、市民生活へ大きな影響を与えるおそれがある。 
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 ６）大規模災害へ備えるための今後の主な取組項目   

 

○河川整備計画に基づき、堤防断面や河道断面が不足している区間の河川整備を進めている。 

また、市町においても、情報伝達の強化のため防災無線や防災ラジオ等の整備、地域防災力の

向上のため自主防災組織による防災研修や避難訓練等を実施するなど、減災に向けた取組が行

われている。 

 

○想定し得る最大規模の降雨等による大規模災害へ備えるためには、これまでの取組に加えて、

事前に様々な対策を講じ、発生した場合にもできるだけ速やかに復旧、復興できる社会を構築

する必要がある。以下に、大規模災害へ備えるための主な取組項目を記載する。 

 

【住民が自ら避難行動を起こすための水防災意識の醸成（教育・訓練）と水災害体験共有の取組】 

１）水防災啓発等に関する取組 

 ①防災に関する啓発活動 

 ②水防災教育の普及・拡充 

【流域の特徴を踏まえた広域的な避難行動計画策定の取組】 

１）情報の受発信に関する取組 

 ①洪水時における河川管理者等から自治体等への情報提供 

 ②洪水時における自治体や河川管理者等から住民への情報提供 

 ③平常時からの水害リスク情報の提供等 

 ④避難勧告等の的確な発令 

 ⑤避難場所・避難経路 

【災害時の被害を最小化するための着実なハード整備と水防災組織活動の充実】 

１）河川管理施設の整備・活用に関する取組 

 ①洪水を安全に流すためのハード対策及び危機管理型ハード・ソフト対策 

 ②既存施設の活用 

 ③ポンプの運転調整 

２）水防に関する取組 

 ①河川の巡視 

 ②的確な水防活動の推進 

 ③水防資機材の整備 

 ④排水施設、排水資機材の操作・運用 

 ⑤災害発生時の市町等への支援 

 ⑥水防体制の維持・強化 
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 ４．現状の取組状況及び課題   

 

○本協議会では、平成３２年度までに達成すべき目標を掲げて、各構成機関が連携して取り組む

内容をとりまとめるため、各構成機関における洪水時の情報伝達や水防に関する事項等につい

て現状及び課題を抽出した。 

 以下に、各構成機関が現在実施している主な減災に係る取組の現状と課題を記載する。 

 

【住民が自ら避難行動を起こすための水防災意識の醸成（教育・訓練）と水災害体験共有の取組】 

 １）水防災啓発等に関する取組   

①防災に関する啓発活動 

□現状の取組 

・先人より受け継がれてきた水害の記憶を風化させないよう、市町で開催するイベント等に

あわせ、過去の水害パネル展等を開催している。また、ＮＰＯ等の住民団体と連携して防

災情報を共有し、わかりやすく、使いやすい情報となるよう工夫している。 

・住民に提供する河川情報が的確に伝わっているかどうかを点検し、河川情報モニターと連

携して改善を行っている。また、地域が保有する情報を共有しながら地域防災力の向上に

取り組んでいる。 

・自治会や自主防災組織等への出前講座や防災研修を進めるほか、安全な避難行動を行うた

め、マイハザードマップの作成や避難訓練を実施している。 

・防災行政無線・防災ラジオの整備、防災メールへの登録推進、ラジオや市報等での防災啓

発に努めている。 

・過去の浸水表示や避難所誘導看板等を設置し、危機意識の醸成及び避難場所等の認知度の

向上を図っている。 

■課題 

・近年、昭和２８年６月西日本水害のような堤防決壊による大水害は発生しておらず、河川

整備も一定程度進んだ結果、災害を意識する機会が減少し、施設があるから大丈夫と安全

性への過信が生まれ、住民の防災意識が希薄になっている。 

・藩政時代の治水の歴史的構造物が今も遺っているが、世代が代わり先人より受け継がれて

きた当時の水害記憶やその役割の認識が薄れている。 

・川の防災情報や雨量レーダーなど防災情報の提供に関する取組を行っているが、十分な

普及が進んでいない。 

・高齢化などにより、大規模災害発生時に実践的な自主防災活動ができる体制が十分にでき

ておらず、地域の防災リーダーとなる人材が不足している。 

・地域で過去に発生した水害の情報や、自分の住んでいる地域の水害リスクを知る機会が少

なくなっている。 
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②水防災教育の普及・拡充 

□現状の取組 

・教育機関と連携した防災教育の一環として、洪水氾濫による被害、防災対策、命を守るた

めに必要な行動などのカリキュラムを作成。また、学習指導計画書や教師用解説書、板書

計画書を作成し、先生の授業や事前勉強など学校教育の支援を実施している。 

・気象台では、防災に関する授業などに役立つコンテンツをまとめた防災教育支援ポータル

サイトを開設している。 

・筑後川防災施設「くるめウス」では、昭和２８年６月西日本水害の記録を伝え、災害から

身を守る治水の大切さや防災、減災、河川環境、河川愛護の意識啓発のため、学習会や資

料展示等を実施している。 

■課題 

・教育機関等と連携した水防災教育の普及が全域には至っていない。 

・水害経験の無い世代への水災害体験の共有・伝承が全域には至っていない。 

 

 

 

 

 

小学校における水防災教育

昭和２８年大水害写真展 

（鳥栖市防災フェスタ） 

要配慮者に対応した避難訓練（みやま市）

昭和２８年大水害写真展

（朝倉市役所ホール）

くるめウスでの防災教室 
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【流域の特徴を踏まえた広域的な避難行動計画策定の取組】 

 １）情報の受発信に関する取組   

 ①洪水時における河川管理者等から自治体等への情報提供 

□現状の取組 

・筑後川河川事務所では、柳川市や大川市庁舎等を光ファイバー等で接続し、河川水位や河

川ライブ映像等を提供している。 

・避難勧告の発令判断の目安となる氾濫危険情報の発表等の洪水予報を、福岡管区気象台と

筑後川河川事務所が共同で実施している。また、県管理区間では、水位周知河川に指定さ

れた区間について、県が氾濫危険水位到達情報を伝達している。 

・洪水又は高潮によって災害が発生するおそれがある場合、水防警報を発令し、県に通知し

ている。水防警報の通知を受けた県は、関係水防管理者である市町長等に通知を行ってい

る。 

・河川管理者及び水資源機構が管理するダムにおいて、ダム諸量情報や水位低減効果等をリ

アルタイムに公表している。 

■課題 

・河川の増水状況や、住宅地の浸水状況等、自治体の防災対策や住民の避難行動の判断材料

となる河川情報やライブ映像等の提供が十分ではない。 

 

 

②洪水時における自治体や河川管理者等から住民への情報提供 

□現状の取組 

・市町では、避難勧告・避難指示等の防災情報を住民に周知するため、防災行政無線や防災

ラジオ、サイレン、広報車や消防車による情報伝達を実施している。 

・市町や県では、災害情報や緊急速報等を住民へ迅速かつ確実に伝達するため、メール配信

サービスを提供している。 

・光ファイバー網の整備や河川監視カメラの設置を行い、現地状況や河川の水位、雨量情報

などをホームページやインターネット、ＮＨＫ総合の地上データ放送等で情報提供を行っ

ている。 

■課題 

・河川水位等の防災情報や避難勧告等の避難情報の入手方法や内容が、住民にわかりやすい

ものになっていないことが懸念される。 

・住民自らが災害時の適切な避難行動について考え、確認する機会が少ないため、情報を

入手しても避難行動に結びつかないことが懸念される。 

・一部の放送局と映像提供に関する枠組みが整備されていない。 
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③平常時からの水害リスク情報の提供等 

□現状の取組 

・国管理区間では、想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域等を作成し、筑後川

河川事務所のホームページ等で公表している。 

・県管理区間では、施設計画規模の降雨による洪水浸水想定区域図を作成し、県のホームペ

ージ等で公表している。 

・市町では、施設計画規模の降雨による洪水ハザードマップを公表し、各世帯に配布してい

る。併せて、防災啓発パンフレット等を配布し、安全な避難行動などの防災対策の普及に

取り組んでいる。 

・水害リスクの高い区間等の共同点検（河川合同巡視）を、住民及び関係機関で実施し、水

害リスク情報の共有、水防体制の維持・強化を図っている。 

■課題 

・国管理区間の洪水浸水想定区域等の公表にあわせ、家屋倒壊等氾濫想定区域等を公表した

が、自治体職員への説明が十分ではなく、また、これらの災害リスクが住民まで十分周知

されていない。 

・想定し得る最大規模の降雨を反映した県管理区間の洪水浸水想定区域等、市町のハザード

マップ作成は、今後の作業となる。 

・病院などの要配慮者利用施設や企業等への防災情報や水害リスクに関する情報提供が不足

しており、災害時に避難行動の遅れや地域の社会経済活動に影響を与えるおそれがある。

・洪水に対しリスクが高い区間において、住民を含む共同点検（合同巡視）が一部の区間し

か実施されておらず、十分な水害リスク情報の周知が行われていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

筑後川水系洪水浸水想定区域図（想定最大規模）

神埼市洪水ハザードマップ
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④避難勧告等の的確な発令 

□現状の取組 

・市町は、避難勧告等の発令者、発令者の要件、発令基準等を地域防災計画に記載し、その

内容に基づき発令している。 

・災害発生のおそれがある場合は、筑後川河川事務所長から関係首長に対してホットライン

（河川水位等の情報提供）を実施している。併せて、防災担当者に洪水に対しリスクが高

い区間の降雨や水位情報などを提供するホットラインサポートを実施している。 

・自治体での各種判断に必要な最新の気象情報等について、気象台管理職から自治体管理職
に対してホットライン（情報提供）を実施している。 

・筑後川沿川全ての市町と避難勧告等の発令に着目したタイムラインを作成している。 

■課題 

・ゲリラ豪雨や夜間の急激な水位上昇に対し、避難勧告・指示等の発令のタイミングや判断

に苦慮している。 

・家屋倒壊等氾濫想定区域等を踏まえた避難勧告等の発令基準の見直しが進んでいない。 

・タイムラインについては、実水害や訓練を踏まえた検証、改善が十分ではない。 

・行政、公益事業者等の関係機関が連携し、大規模災害を想定した広域避難、救助・救急、

緊急輸送等に関する計画及びこれを実現するためのタイムラインの検討が十分ではない。

 

 

  
 

 

避難勧告等の発令に着目したタイムライン（久留米市） 
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⑤避難場所・避難経路 

□現状の取組 

・市町では、施設計画規模の降雨による洪水ハザードマップに避難場所等を記載し、各世帯

に配布している。併せて、防災啓発パンフレット等を配布し、安全な避難行動などの防災

対策について普及に取り組んでいる。 

・自治会や自主防災組織等への出前講座や防災研修を進めるほか、安全な避難行動を行うた

め、マイハザードマップの作成や避難訓練を実施している。 

■課題 

・自主防災活動の体制が十分でない地区では、避難場所や避難経路が認知されておらず、連

絡網や要配慮者への避難誘導体制も確立していない。 

・最新の洪水浸水想定区域等を踏まえた避難計画や避難場所等を反映したハザードマップが

作成されていない。 

・広範囲かつ浸水深が大きい浸水被害に対して、避難所の不足や避難所の選択が必要となる

ことが想定されるが、市町、県、国が連携して県や市町の境を越えた広域的な避難計画、

支援体制の検討が十分に行われていない。 

・想定し得る最大規模の降雨が発生した場合には、避難場所や避難路が浸水し使えないおそ

れがある。 

・帰宅困難者や観光客（外国人を含む）等の安全を確保するための支援体制やリアルタイム

の災害情報等の情報発信に向けた体制が十分に検討されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主防災組織による防災研修（久留米市） 防災マップ作成の支援（柳川市） 

自主防災組織による避難訓練（朝倉市） 自主防災組織による避難訓練（鳥栖市）
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【災害時の被害を最小化するための着実なハード整備と水防災組織活動の充実】 

 １）河川管理施設の整備・活用に関する取組   

①洪水を安全に流すためのハード対策及び危機管理型ハード・ソフト対策 

□現状の取組 

・昭和２８年６月西日本水害以降、上流部では松原ダム及び下筌ダム、中流部では大石分水

路や原鶴分水路、久留米市東櫛原地区において築堤などの整備を進めてきた。 

・現在、計画断面に満たない堤防に対し、早期に嵩上げを実施するため、中・下流部で堤防

整備等を実施している。事業の実施にあたっては、福岡県及び佐賀県と事業進捗等の情報

共有や連携を図っている。 

■課題 

・筑後川の河川整備については、近年の洪水被害や上下流バランス等を考慮しつつ、計画的

な河川整備を実施しているが、施設能力を超える洪水が発生するおそれがある。 

 

 

②既存施設の活用 

□現状の取組 

・河川堤防は浸水域より高い位置にあるため、洪水時には、避難路・緊急輸送路としても利

用可能であり、主要地方道などと円滑なネットワークを構築することで、大規模災害時に

おいて、被害を最小限にすることも可能となる。 

■課題 

・河川堤防と主要地方道などとの円滑なネットワークの構築に向けた、関係機関との連携・

調整が行われていない。 

・水防資機材の備蓄を行う側帯や、緊急車両が堤防上を往来するための離合場所の整備等、

緊急復旧や水防活動のための検討・整備が十分ではない。 

 

③ポンプの運転調整 

□現状の取組 

・堤防の決壊や越水に伴う甚大な被害の発生を防止するため、排水ポンプの運転調整につい

て、市・県・国からなるポンプ運転調整会議を開催し、情報共有を行っている。 

■課題 

・堤防の決壊や越水に伴う甚大な被害の発生を防止するための、排水ポンプの適切な運転に

向けた情報共有が十分にできていない。 
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 ２）水防に関する取組   

①河川の巡視 

□現状の取組 

・現在の堤防の高さや幅、過去の漏水などの実績などから、水害リスクの高い箇所を早期に

発見するため、あらかじめ水防上特に注意を要する区間を定め、重要度に応じて重要水防

箇所として指定し、公表している。また、洪水に対しリスクが高い区間を設定し、関係機

関等と情報共有を行っている。 

・平常時に水防活動の効率化を図るため、市町、県、関係機関、国等で洪水に対しリスクの

高い区間の合同巡視を実施している。また、洪水時には、水防団等と河川管理者がそれぞ

れ河川巡視を実施している。 

■課題 

・河川巡視等で得られた情報について、水防団等と河川管理者間の情報共有や連絡体制が

十分ではない。また、その情報が自主防災組織や住民まで伝わっていないおそれがある。

 

 

 

 

 

②的確な水防活動の推進 

□現状の取組 

・国管理区間では、洪水時に重点的に巡視点検が必要な箇所などを記載した水防情報図を作

成し、水防活動について、水防管理者（市町）、水防団・消防団等、県等の水防関係者と情

報共有を行っている。 

■課題 

・河川の増水状況や住宅地の浸水状況等、水防団が的確かつ効率的な水防活動を行うための

河川情報やライブ映像等の提供が十分ではない。 

 

 

 

河川の巡視状況
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③水防資機材の整備 

□現状の取組 

・洪水時等における円滑かつ効果的な緊急復旧活動を行う拠点として、久留米西部河川防災

ステーションを整備している。 

・久留米市東部に、作業ヤード、ヘリポート等を備えた久留米東部河川防災ステーション（仮

称）の整備に向けた検討が進められている。 

・水防資機材については、水防管理団体が水防倉庫等に備蓄している。また、水防管理団体

等が備蓄している資機材は、水防連絡会を開催し情報共有を行っている。 

■課題 

・広範囲かつ長時間の浸水被害が発生した際、資機材の運搬路や効果的な配置計画、作業ヤ

ードを確保するうえで、防災拠点の整備不足が懸念される。 

・水防団等と河川管理者が連携して的確な水防活動を実施するための、資機材に係る情報

共有が十分ではない。 

・大規模災害を想定した緊急復旧や水防活動等への備えが十分ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

水防資機材の整備状況

久留米西部河川防災ステーション 
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④排水施設、排水資機材の操作・運用 

□現状の取組 

・水門、樋門等の操作点検や講習会を出水期前に実施するとともに、出水時には操作規則に
基づき開閉操作を実施している。 

・排水ポンプ車や照明車等の災害対策車両・機器は、平常時から定期的な保守点検を行う
とともに、常時、災害発生に備えた出動体制を確保している。 

・災害発生時には、排水ポンプ車を派遣し、排水活動を支援している。 

■課題 

・大規模災害発生時には、不測の事態により、十分機能を発揮できないおそれがある。 

・想定し得る最大規模の降雨による浸水に対して、速やかに的確な排水作業を行うための排

水ポンプ車等の配置に関する効率的な排水計画（案）の作成や迅速な排水活動を行うため

の訓練が行われていない。 

 

⑤災害発生時の市町等への支援 

□現状の取組 

・大規模災害時の被害拡大、二次災害の防止を目的に、管内すべての市町村（２０市１３町

１村）と応援に関する協定を締結し、情報連絡網の構築、現地情報連絡員（リエゾン）の

派遣、施設の被害状況調査（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの派遣）、災害応急措置などを迅速に実施

できるよう災害に備えている。 

・水資源機構では、災害支援窓口を設置するほか、災害時には、排水ポンプ車や可搬式浄水

装置を派遣するなど、地域経済活動の早期復旧に繋がるよう支援している。 

・気象台では、災害発生時やその後の応急復旧活動時等において、防災関係機関の活動を支

援するために、速やかに「災害時気象支援資料」を関係機関に提供している。 

■課題 

・大規模災害を想定した訓練が十分実施されていないため、水害時に関係機関が連携した情

報共有、現地災害対応等ができないおそれがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 河川の被災状況調査 ヘリによる被災状況調査
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⑥水防体制の維持・強化 

□現状の取組 

・水防団等では、水防資機材の備蓄、水防工法の訓練や伝承、河川巡視や重要水防箇所の周

知など、日頃より水防体制の維持・強化に取り組んでいる。 

・九州防災エキスパート会と連携し、水防工法の伝承、水防工法訓練を実施している。 

■課題 

・水防団員の高齢化、減少傾向が続いており、集中豪雨など大規模災害に対応できる体制、

装備、教育訓練などが十分に備えられていないことが懸念される。 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水防工法訓練の様子
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 ５．減災のための目標   

 

○迅速で正確な防災情報の共有による安全な避難行動の取組や水防災意識の醸成及び水防災組織

活動の充実を図るため、各構成機関が連携して平成３２年度までに達成すべき減災目標は以下

のとおりである。 

 

【５年間で達成すべき目標】 

 

昭和２８年６月西日本水害から学び、さらにこれを超える大規模水害に対し、 

さらにこれを超える大規模水害に対し、 

「住民自ら避難行動を起こし 命を守る地域づくり」、 

「社会経済被害の最小化」 を目指す。 

 

 

○河川管理者が実施する堤防整備等の洪水を河川内で安全に流すハード整備に加え、昭和２８年

６月西日本水害から学び、平成２４年７月九州北部豪雨災害等の経験を踏まえ、以下の取組を

実施する。 

 

【目標達成に向けた３本柱】 

 

１．住民が自ら避難行動を起こすための水防災意識の醸成（教育・訓練）と水災害 

  体験共有の取組 

２．流域の特徴を踏まえた広域的な避難行動計画策定の取組 

３．災害時の被害を最小化するための着実なハード整備と水防災組織活動の充実 
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 ６．概ね５年で実施する取組   

 

○洪水氾濫が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備える「水防災意識社会」を再

構築することを目的に、各構成機関が取り組む主な内容は次のとおりである。 

 

【住民が自ら避難行動を起こすための水防災意識の醸成（教育・訓練）と水災害体験共有の取組】 

・住民が自ら避難行動を行うには、水防災意識の向上や防災知識の普及が必要であることから、

水防災意識醸成に向けた小中学校等における水防災教育の支援など、以下の取組を実施する。 

 １）水防災啓発等に関する取組   

①防災に関する啓発活動 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

・先人より受け継がれてきた当時の水害記憶や治水の歴

史的構造物の役割を後世への保全・伝承する取組とし

て、市町と連携して、講習会やパネル展等を実施 

引き続き実施 

 

市町、県  

九地整 

・ホームページや広報誌等を活用したわかりやすい防災

情報の提供や関係機関と連携した出前講座やワークシ

ョップなど普及啓発活動の実施 

引き続き実施 市町、県  

水資源機構  

気象台   

九地整 

・福岡管区気象台・佐賀地方気象台ホームページに防災

情報の利活用促進のためのコンテンツを掲載 

引き続き実施 気象台 

・住民目線のソフト対策として、各地区で防災勉強会や

出前講座等の開催、マイハザードマップ作成や地域防

災マップを活用した防災訓練等の取組を支援 

引き続き実施 市町、県  

九地整 

・自主防災組織の設立や地域防災リーダーの育成を支援   

・洪水ハザードマップの作成にあわせて、想定浸水深や

避難場所の位置などをまちなかに設置するまるごとま

ちごとハザードマップを推進 

引き続き実施 市町   

九地整 
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②水防災教育の普及・拡充 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

・学校等教育機関と連携した防災教育の取組として、総

合学習を活用した出前講座や単元授業を活用した防災

教育の普及 

引き続き実施 

 

市町、県  

水資源機構  

気象台   

九地整 

・学習指導要領等を踏まえ、学習指導計画書、教師用解

説書、板書計画書等の見直しを行い、水防災学習を支

援 

Ｈ28 年度より

順次実施 

九地整 

・筑後川防災施設「くるめウス」等を活用し、昭和２８

年６月西日本水害の伝承や防災スクールなど、水防災

教育及び学習会等の実施 

・河川協力団体や住民団体等と連携した防災意識の啓発

及び防災知識の普及 

引き続き実施 市町、県  

九地整 

・地域における幅広い年齢層を対象とした水防災学習等

の実施 

  

 

 

      
 防災教室の開催（柳川市） 防災教室の開催（みやき町） 

浸水被害水位表示板の設置（柳川市） 避難所案内看板の設置（神埼市）
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【流域の特徴を踏まえた広域的な避難行動計画策定の取組】 

 

・想定し得る最大規模の降雨が発生した場合には、広範囲かつ長時間の浸水被害が発生するおそ

れがあり、市町や県の境を越えた広域避難が必要となることや、交通ネットワークの寸断、医

療施設やライフラインなどの被害が想定されることから、以下の取組を実施する。 

 

 １）情報の受発信に関する取組   

 

①洪水時における河川管理者等から自治体等への情報提供 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

・きめ細やかな防災情報提供のために、簡易水位計や水

位標、河川カメラ、浸水センサー等の設置を検討・整

備 

Ｈ28 年度より

順次実施 

市町、県  

九地整 

 

 

②洪水時における自治体や河川管理者等から住民への情報提供 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

・防災行政無線などの整備促進等を通して、住民に確実

に伝わる情報伝達システムの構築、緊急速報の配信、

防災メールの登録推進、ホームページの相互リンク 

引き続き実施 

 

市町、県  

水資源機構  

気象台   

九地整 

・テレビやラジオ、インターネット等のマスメディアと

連携したわかりやすい水防災情報の発信 
  

・スマートフォン等を活用したリアルタイム情報の提供

や、危険な地域を把握するためのメッシュ情報の提供、

プッシュ型情報等の普及活動を実施 

引き続き実施 気象台   

九地整 

・行政、自主防災組織及び水防団等が連携した避難体制

づくり 

引き続き実施 市町 

・報道機関へのライブ映像提供の拡充を実施 引き続き実施 九地整 
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③平常時からの水害リスク情報の提供等 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

・国管理区間において、想定し得る最大規模の降雨によ

る氾濫シミュレーションの作成・公表 

Ｈ28 年度より

順次実施 

九地整 

・県管理区間において、想定し得る最大規模の降雨に  

よる洪水浸水想定区域等を作成・公表 

Ｈ28 年度より

順次実施 

県 

・市町において、河川管理者で作成された洪水浸水想定

区域等を基に洪水ハザードマップを作成・公表 

Ｈ28 年度より

順次実施 

市町、県  

九地整 

・洪水ハザードマップの作成にあわせて、防災啓発パン

フレットの作成及び配布 

  

・洪水ハザードマップの作成にあわせて、浸水区域内の

避難場所や避難経路等について見直しを行い、地域防

災計画に反映 

  

・洪水ハザードマップの作成にあわせて、想定浸水深や

避難場所の位置などをまちなかに設置するまるごとま

ちごとハザードマップを推進 

  

・洪水浸水想定区域等を公表することにより、住民に  

水害の危険性に対する理解を深めるため、市町の洪水

ハザードマップ作成や出前講座などを支援 

Ｈ28 年度より

順次実施 

県    

九地整 

・病院等の要配慮者利用施設や企業等へ防災情報や水害

リスクに関する情報提供を行い、要配慮者利用施設の

避難確保計画や企業等のＢＣＰ（事業継続計画）策定、

浸水防止対策等の検討を支援 

Ｈ28 年度より

順次実施 

市町、県  

九地整 

・水害リスクの高い区間等について、住民、自治会、  

河川情報モニター、関係機関等で共同点検を実施 

引き続き実施 市町、県  

九地整 

 

    
 共同点検実施状況（久留米出張所管内） 共同点検実施状況（諸富出張所管内）
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④避難勧告等の的確な発令 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

・ホットラインによるサポートを更に充実させるととも

に、「新たなステージに対応した防災情報の改善」とし

て、早めの防災対応を支援するため、警報等について

危険度を色分けして時系列で表示するなど、前日から

「警報級の可能性」を提供する等の改善を図る 

引き続き実施 

 

市町   

気象台 

・迅速かつ的確な防災体制が図れるよう、ホットライン

及びホットラインサポートの内容を更に充実 

引き続き実施 市町   

九地整 

・家屋倒壊等氾濫想定区域等を踏まえた避難勧告等の

発令基準の検討、地域防災計画への反映 

Ｈ28 年度より

順次実施 

市町、県  

九地整 

・避難勧告等の発令に着目したタイムラインについて、

防災対応に基づいた見直しや、改善に向けた首長等も

参加した実践的な訓練の実施 

Ｈ28 年度より

順次実施 

市町、県  

気象台   

九地整 

・想定し得る最大規模の降雨による被害想定を踏まえ、

市町、県、公益事業者、国等の関係機関が連携し、市

町の境を越えた広域避難、救助・救急、緊急輸送等に

関する計画及びこれを実現するためのタイムラインを

検討し、地域防災計画に反映 

Ｈ29 年度より

順次実施 

市町、県  

気象台   

九地整 
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⑤避難場所・避難経路 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

・住民目線のソフト対策として、各地区で自主防災組織

の設立や勉強会の開催、マイハザードマップ作成や地

域防災マップを活用した防災訓練等の取組を支援 

引き続き実施 市町、県  

九地整 

・想定し得る最大規模の降雨を想定し、隣接する市町、

県、国等関係者が連携して広域避難計画及び避難場所

などを検討し、地域防災計画に反映 

Ｈ29 年度より

順次実施 

市町、県  

九地整 

・民間事業者等との災害時における一時避難場所として

の施設利用に関する協定等の締結 

引き続き実施 市町 

・帰宅困難者や観光客（外国人を含む）等への情報提供

及び一時的な保護について、観光協会、商工会議所、

鉄道事業者等との連携及び調整を実施し、支援体制を

検討 

引き続き実施 市町、県 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

   
 

 

 

 

避難所開設・避難者対応訓練（佐賀市）

各種災害協定の締結（柳川市） 地域防災訓練の実施（鳥栖市）
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【災害時の被害を最小化するための着実なハード整備と水防災組織活動の充実】 

 

・想定し得る最大規模の降雨が発生した場合には、広範囲かつ長時間の浸水被害が発生するおそ

れがあり、被害を最小化するためには、洪水を河川内で安全に流すハード対策に加え、既存施

設の活用や、水防資機材の整備、大規模災害を想定した防災訓練、水防体制の維持・強化が必

要であることから、以下の取組を実施する。 

 

 １）河川管理施設の整備・活用に関する取組   

 

①洪水を安全に流すためのハード対策及び危機管理型ハード・ソフト対策 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

・洪水を安全に流すためのハード対策として流下能力対

策（堤防整備・河道掘削等）を実施 

引き続き実施 県    

九地整 

・危機管理型ハード対策として天端の保護及び裏法尻の

保護を実施 

Ｈ28 年度より

順次実施 
九地整 

・松原ダム及び下筌ダムにおいて、危機管理型運用方法

を検討 

Ｈ28 年度より
順次実施 

九地整 

 

 

②既存施設の活用 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

・防災ステーションの活用、避難路や復旧資機材の輸送

ルートの確保としての河川堤防と主要地方道などとの

ネットワーク構築の検討 

Ｈ29 年度より

順次実施 

市町   

九地整 

・水防資機材の備蓄を行う側帯や、緊急車両が堤防上を

往来するための離合場所の整備など、緊急復旧や水防

活動のための検討・整備 

  

 

 

③ポンプの運転調整 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

・洪水時に堤防の決壊や越水に伴う河川水の氾濫による

甚大な被害発生を防止するため、排水ポンプの適切な

運転調整に向けた情報共有体制の構築 

引き続き実施 市町、県  

九地整 
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 ２）水防に関する取組   

 

①河川の巡視 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

・河川巡視等で得られた情報について、水防団や関係機

関との情報共有の円滑化に向けた訓練の実施 

Ｈ28 年度より

順次実施 

市町   

九地整 

 

 

②的確な水防活動の推進 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

・的確かつ効率的な水防活動を実施するため、水害リス

クの高い箇所にＣＣＴＶや簡易水位計の設置・検討 
Ｈ28 年度より

順次実施 

市町   

九地整 

・水防活動の重点的に効率よく実施するために、堤防の

縦断方向の連続的な高さについて、より詳細に把握す

るための調査を実施し、越水に関するリスクが特に高

い箇所を特定し、水防管理者と情報共有を図る 

  

 

 

③水防資機材の整備 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

・作業ヤード、ヘリポート等を備えた久留米東部河川防

災ステーション（仮称）の整備に向けた検討を実施 

引き続き実施 市    

九地整 

・迅速な水防活動を支援する新技術を活用した水防資機

材の情報共有・配備 

Ｈ28 年度より

順次実施 

市町、県  

九地整 

・民間事業者等との水防活動に関する協力協定、資機材

等提供に関する協定等の締結 

引き続き実施 市町  
九地整 
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④排水施設、排水資機材の操作・運用 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

・水門、樋門等の安全で確実な操作のための遠隔化の
検討、整備 

引き続き実施 九地整 

・水門、樋門等の操作状況が確認できる回転灯等の検討、

整備 

  

・迅速かつ的確に排水するための排水計画（案）の   

作成 

Ｈ28 年度より

順次実施 

市町、県  
水資源機構  

九地整 

・排水計画（案）に基づく排水訓練及び関係機関との  

合同訓練の実施 

  

 

 

       
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

遠隔監視操作のイメージ

排水ポンプ車による排水訓練
（出典：九州技術事務所ＨＰ）
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⑤災害発生時の市町等への支援 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

・大規模災害時にリエゾン及びＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの
派遣及び市町、県の受入が迅速に対応できるよう連携・
協力体制の確保 

引き続き実施 市町、県  

九地整 

・県や市などの組織を超えた大規模災害等にも適切に 

対応するため、広域的な視点から市町、県の防災計画

策定を支援 

  

・市町、県が実施する防災訓練に、公益事業者、国等が

参加し、大規模災害を想定した訓練を実施 

Ｈ28 年度より

順次実施 

市町、県  

水資源機構  
気象台   
九地整 

 

    

 

 

⑥水防体制の維持・強化 

主な取組項目 目標時期 取組機関 

・水防団員の人材確保、育成に努めるとともに、組織の

再編など活性化を図る 

引き続き実施 市町、県  

九地整 

・九州防災エキスパート会等と連携し、水防工法の伝承、

開発及び水防工法訓練を実施 

  

 

      

 

多くの関係機関が参加した筑後川・矢部川総合水防演習 

九州防災エキスパート会と連携した水防工法訓練（久留米市） 
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 ７ ．フォローアップ   

 

○各構成機関の取組については、必要に応じて、防災業務計画や地域防災計画、河川整備計画等

に反映するなどによって責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取り組むこととする。 

 

○原則、本協議会を毎年出水期前に開催し、取組の進捗状況を確認するとともに、必要に応じて、

取組方針を見直すこととする。また、実施した取組についても訓練等を通じて習熟、改善を図

る等、継続的なフォローアップを行うこととする。 
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